
厚生労働省委託事業　令和7年度人生の最終段階における医療体制整備事業

患者の意向を尊重した意思決定のための相談員研修会
ベルランド総合病院

参加資格 以下の条件を満たす
医療機関、看護ステーション、介護老人福祉施設等の従事者

1.　各医療機関等において、人生の最終段階における医療・ケアに関する意思決定に携わっていること。
2.　上記の医療従事者は、原則として、研修会受講時点において、人生の最終段階における医療・ケアに携わる医療
　　従事者としての経験が3年以上であり、かつ研修終了後も引き続き、当該医療・ケアに携わる予定であること。
3.　研修終了後、本事業に協力し、各医療機関等において「人生の最終段階における患者の意向を尊重した意思決定
　　支援」を実践すること。
4.　本研修会を修了したことについて、厚生労働省及び都道府県担当課に対して、氏名、所属及び連絡先と併せて報
　　告することに同意すること。

　人生の最終段階における医療については、医療従事者から適切な情報の提供と説明がなさ
れた上で、患者が医療従事者と話し合いを行い、患者本人による決定を基本として進めることが
重要とされています。平成19年に「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイド
ライン」が策定され、周知が図られていますが、医療従事者における認知は十分でなく、人生の
最終段階における医療のより充実した体制整備が求められています。

　堺市内においても、平成30年度に改訂された「人生の最終段階における医療・ケアの決定プ
ロセスに関するガイドライン」に基づいた意思決定支援教育プログラム（E-FIELD：Education 
For Implementing End-of-Life Discussion）を活用した研修会を実施し、患者の意向を尊
重した意思決定のための相談体制の整備を図ることが具体的な目標とされています。

　死が近づいたときなどの特定の時期や、生命維持治療などの特定の治療やケアの選好に限
定せず、本人の「大切にしたいこと」や「自分らしく生きること」を支えていくためにどのような治療
やケアが最も望ましいかを話し合うプロセスが、この研修会を通じて堺市内の医療・介護・福祉
従事者に正しく認識されることを目的としています。

場　所 ベルランド総合病院　地下１階ＡＩＦホール

申込期限 令和８年 1 月 11 日（日）

費　用 無料。
ただし、会場までの交通費や宿泊費は自己負担とさせて
いただきます。
昼食や茶菓は提供されませんので各自ご持参ください。

日　時 令和８年２月８日（日）
９:００ ～ 17:４５ （８:３０受付開始） 申込方法

●  WEB
┗  QR コードを読み取り、
　  WEBフォームより
　  お申込みください。
●  FAX
┗  必要事項を記入し、
　  072-234-9157まで
　  お申込みください。

申込条件 各医療機関等において、人生の最終段階における
医療・ケアに関する意思決定に携わっている
医療・介護・福祉従事者
但し、定員が多数の場合は抽選とさせて頂きます。


